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第 1 は じめに

私 ども特定非営利活動法人消費者支援ネ ッ ト北海道 (通称ホクネ ッ ト)(以下「当

法人」といいます。)は、研究者、弁護士、司法書士、消費生活相談員などの消費者

問題に関する専門家によって構成 され、消費者被害の防止を目的 として、消費者問

題に関する調査、研究、消費者への情報提供等の活動を行つています。当法人の詳

細は、当法人のホームページ 〔URL:http7/wwwoe‐ hocnet,info/〕 をご参照 ください。

当法人は、平成 22年 2月 25日 か ら、「消費者契約法」に基づき、内閣総理大臣

か らの認定を受け、事業者の不当働誘行為や不当条項使用に対 して差止請求訴訟を

提訴する差止請求関係業務を行 う「適格消費者団体」としての活動を行つています。

さらに、当法人は、令和 3年 10月 20日 か ら、「消費者の財産的被害の集団的な

回復のための民事の裁判手続の特例に関す る法律」 (以下 「特例法」 といいます。)
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に基づき、内閣総理大臣からの認定を受け、共通の原因で多数の消費者に生じた財

産的被害にF美月して集団的被害回復手続を実施する被害回復関係業務を行 う「特定適

格消費者団体」としての活動を行つています。

消費者契約法に基づく差止請求訴訟や特例法に基づく集団的被害回復手続 (共通

義務確認訴訟・簡易確定手続等)の概要に関して、消費者庁作成の広報用のパンフ

レットを本書に同封いたしましたのでご覧ください。

今般、消費者から当法人に対 し貴社に関する情報提供があ りま した。当法人は、

検討の結果、貴社に対 して下記の各点につき申入れます。

記

第 2 貴社に対する申入事項

1 貴社は、消費者に対 して、消費者 との間での令和 3年 12月 から令和 4年 3

月までの契約期間に関する排雪業務の請負契約に基づき、消費者か ら受け取つ

た代金の うち、既実施分の回数に対応する代金額を控除 した後の貴社の不当利

得額を速やかに返還 してください。

2 貴社は、消費者に対 して、ホームページに公表する等の方法により、前記第

1項の不当利得の速やかな返還を行 うことを周知するとともに、前記第 1項の

不当利得の返還を受けられる消費者に対 して個別に通知をしてくだ さい。

3 第 1項の不当利得額の返還の実施状況、及び、第 2項の周知並びに通知の実

施状況につき、当法人に対 して定期的に報告をしてください。

第 3 申入れの理由

1 貴社は、消費者 との間で、貴社が令和 3年 12月 か ら令和 4年 3月 の契約期

間中において、令和 3年 12月 80日 か ら令和 4年 1月 5日 までの期間を除き、

1週間につき 1回 、合計 12回 の回数で消費者の指定する場所の排雪業務を行

う義務を負い、他方で消費者が上記の期間中の排雪業務の代金を契約締結時に
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前払いで支払 う義務を負 うとい う排雪業務の請負契約を締結 していま した。

2 しか し、消費者か らの情報提供によれば、貴社は、令和 3年 12月 か ら令和

4年 3月 の契約期間中に、相当多数の消費者に射 して、消費者 と合意 した回数

を下回る回数分の排雪業務 しか実施 しませんで した。本申入時点において札幌

市内では雪が解けてお り、貴社が消費者に対 して排雪業務を行わなかった回数

に関する排雪業務の履行義務は、債務不履行 (履行不能)です。

3 貴社は、注文者 (消 費者)の責めに帰することができない事由によつて請負

人 (貴社)が仕事を完成することができなくなった場合、貴社が消費者から前

払いで受け取つた代金額から、既に実施 した除排雪サー ビスの回数分に相当す

る代金額を控除することができますが (民法 634条 1項 1号 )、 これを控除 し

た後の残代金額につき、民法の定める不当利得 として消費者に返還 しなければ

ならない義務があ ります。

4 特例法では、特定適格消費者団体が、個々の消費者に代わって、事業者に紺

して、事業者が相当多数の消費者に対 して消費者契約に関 して共通する原因で

負 うことになる不当利得返還義務につき、返還を求めることができる旨を定め

ています。当法人は、検討の結果、貴社に対 して、申入事項第 1項のとお り、

不当利得の返還を求めることができるものと考えてお ります。

5 よって、当法人は、貴社に封 し、自主的に、消費者に対 して、消費者 との間

での令和 3年 12月 か ら令和 4年 3月 の契約期間に関する排雪業務請負契約に

基づき消費者か ら受け取つた代金額から、既実施分の回数に対応す る代金額を

控除 した貴社の不当利得額を速やかに返還することを求めます。併せて、消費

者が速やかに返金を受けられるようにするために、ホームページに公表する等

の方法による周知 と、返金封象の消費者に対 しては個別に通知を行 うことを求

めます。

以上の返金や公表、通知の実施状況については、当法人に対 して定期的に報

告をされるように求めます。
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第 4 回答の期限など

以上の申入れに対する貴社のお考えと消費者に対する返還の実施状況、公表及び

通知の実施状況に関する初回のご報告を、令和 4年 7月 15日 までに、書面にて、

当法人事務所までご送付 ください。

なお、本 申入れは、特定適格消費者団体 としての申入れです。貴社が消費者 との

間で使用 されている契約条項や消費者に対する働誘方法について、別途、適格消費

者団体 として差止請求権を行使する場合 もあ りうることをご留意 ください。

また、貴社か らのご回答の有無及びご回答 。ご報告いただいた場合のそれ らの内

容は、当法人の活動 目的のためにホームページ等にて公表 させていただきますので、

あらか じめ申し添えます。

言望白
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